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平
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衆
議
院
議
員
佐
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観
樹
君
提
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所
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一
部
を
改
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す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
に
対
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、
別
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衆
議
院
議
員
佐
藤
観
樹
君
提
出
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

所
得
税
（
源
泉
徴
収
に
よ
る
所
得
税
を
除
く
。
）
を
納
付
す
る
義
務
（
以
下
「
納
税
義
務
」
と
い
う
。
）
は
、
原
則
と
し

て
、
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
暦
年
の
終
了
の
時
に
成

立
し
、
ま
た
、
そ
の
年
分
の
納
付
す
べ
き
税
額
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
百
二
十
条
の
規
定
に

よ
る
確
定
所
得
申
告
の
手
続
に
よ
り
確
定
す
る
。
損
益
通
算
に
つ
い
て
は
、
こ
の
所
得
税
の
納
税
義
務
が
成
立
し
、
納
付
す

べ
き
税
額
を
確
定
す
る
段
階
で
法
令
が
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、個
々
の
譲
渡
等
の
段
階
で
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
損
益
通
算
の
性
格
か
ら
、
過
去
に
お
い
て
も
、
一
定
の
資
産
の
譲
渡
損
失
等
に
つ
い
て
、
そ
の
年
の
四
月
一

日
施
行
の
法
律
改
正
に
よ
っ
て
そ
の
年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て
損
益
通
算
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
例
が
あ
る
。

ま
た
、
本
件
の
損
益
通
算
を
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
措
置
は
、
土
地
市
場
の
活
性
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
土
地
、
建
物
等

を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
の
税
率
の
引
下
げ
等
と
共
に
一
体
と
し
て
講
ず
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
以
後
の
土
地
、
建
物
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
損
益
通
算
を
認
め
な
い
こ
と
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
不
利
益
不
遡
及
の
原
則
」
や
「
法
の
安
定
的
運
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
問
題
は
な
い
と

一



考
え
る
。

二
に
つ
い
て

本
件
の
損
益
通
算
を
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
措
置
は
、土
地
本
来
の
使
用
収
益
目
的
と
は
離
れ
た
土
地
の
売
却
を
防
止
し
、

土
地
市
場
に
お
け
る
使
用
収
益
に
応
じ
た
適
切
な
価
格
形
成
の
実
現
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
措
置
を
土
地
、
建
物
等
の

長
期
譲
渡
所
得
の
税
率
の
引
下
げ
等
と
共
に
一
体
で
早
急
に
実
施
す
る
こ
と
が
土
地
市
場
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
適
切
か

つ
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
以
後
の
土
地
、
建
物
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
損
益
通
算
を
認
め
な
い
こ
と

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
施
を
遅
ら
せ
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。

二


